
◆参考資料

【余裕期間：任意着手方式のイメージ】

　　　　

準備工

契約 実工事期間終期着手届

全体工期
（契約書に記載された工期）

実工事期間余裕期間

現場代理人、
主任（監理）技術者の
配置が不要な期間

現場代理人、
主任（監理）技術者の
配置が必要な期間

　受注者がこの期間に行う主な手続き 　 受注者がこの期間に行う主な手続き

着手届（工事着手するとき）
現場代理人等通知書（工事着手するとき）
施工体制台帳（工事着手するとき　下請けがある場合のみ）
建退協掛金収納書
法定外保険加入証書（写）
コリンズ登録（工事着手するとき　請負代金額 500万円以上の場合のみ）

　 受注者の裁量でこの期間に行えるもの

【受注者が提出する書類】

・契約書
・契約保証に係る書類
・損害賠償責任保険証書（写）
・余裕期間に係る届出書
・工程表
・建設リサイクル法
　第 12条及び第 13条の書面
・前払金の関係書類
　※支払いを希望する場合

工事着手以外の工事のための準備
資機材の準備
労働者確保（下請け契約を含む）
ただし、資機材の工事現場への搬入
及び仮設物の設置は不可

現場着手
現場事務所の設置
資機材の搬入
仮設工事　　　　　　等

入札時に現場代理人や主任（監理）技術者が配置できない場合でも、
余裕期間を利用することで、当該期間中に技術者等の配置ができる場合には
工事の受注が可能となる

入札公告に示す工期 =余裕期間＋標準工期又は積上げ工期（設計書の工事日数）

受注者が指定した工事の始期

余裕期間 実工事期間

発注時


